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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 7 年 4 月 2 2 日 ( 2 0 2 5 . 4 . 2 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 部 に 複 数 の 内 部 チ ッ プ が 配 置 さ れ た 制 御 ユ ニ ッ ト と 、
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 外 部 に 配 置 さ れ た 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ よ り も 少 な い 数 の 複 数 の  
外 部 チ ッ プ と 、
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト に よ る 車 両 の 制 御 を 管 理 す る 管 理 部 と
　 を 備 え 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 外 部 に は 、 第 １ の 数 の 前 記 外 部 チ ッ プ が 配 置 さ れ 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 内 部 に は 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の チ ッ プ 数 の 理 論 値 か ら 前 記 第 １ の 数 を  
減 算 し た 数 の 前 記 内 部 チ ッ プ が 配 置 さ れ て お り 、
　 前 記 管 理 部 は 、 通 常 時 に お い て は 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を  
用 い た 車 両 の 制 御 を 実 行 す る よ う に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を  
管 理 し 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 用 い た 前 記 車 両 の 制 御 が 実 行  
さ れ て い る と き に 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト が 高 負 荷 に な っ た 場 合 、 又 は 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト に  
不 具 合 が 発 生 し た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ の う ち 、 前 記  
複 数 の 外 部 チ ッ プ の み を 用 い た 前 記 車 両 の 制 御 を 実 行 す る よ う に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ  
及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 管 理 す る 、
　 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 管 理 部 は 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 用 い た 前 記 車 両 の 制 御  
が 実 行 さ れ て い る と き に 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト が 高 負 荷 に な っ た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ  
ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ の う ち 、 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ の み を 用 い た 前 記 車 両 の 制  
御 を 実 行 す る よ う に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 管 理 す る 、 請 求  
項 １ に 記 載 の 制 御 装 置 。
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【 請 求 項 ３ 】
前 記 管 理 部 は 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 用 い た 前 記 車 両 の 制 御  
が 実 行 さ れ て い る と き に 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト に 不 具 合 が 発 生 し た 場 合 に 、 前 記 複 数 の 内 部  
チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ の う ち 、 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ の み を 用 い た 前 記 車 両 の  
制 御 を 実 行 す る よ う に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 管 理 す る 、 請  
求 項 １ に 記 載 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
内 部 に 複 数 の 内 部 チ ッ プ が 配 置 さ れ た 制 御 ユ ニ ッ ト と 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 外 部 に 配 置 さ れ た 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ よ り も 少 な い 数 の 複 数 の 外  
部 チ ッ プ と 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト に よ る 車 両 の 制 御 を 管 理 す る 管 理 部 と
を 備 え 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 内 部 に は 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の チ ッ プ 数 の 理 論 値 の 数 の 前 記 内 部 チ ッ  
プ が 配 置 さ れ 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 外 部 に 、 前 記 理 論 値 の 数 よ り も 少 な い 数 の 前 記 外 部 チ ッ プ が 配 置 さ れ  
て お り 、
　 前 記 管 理 部 は 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト に よ る 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ を 用 い た 前 記 車 両 の 制 御  
が 実 行 さ れ て い る と き に 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト の 計 算 能 力 が 不 足 し て い る と 判 断 し た こ と に  
応 じ て 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ に 加 え て 、 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 更 に 用 い た 前 記 車 両 の  
制 御 を 実 行 す る よ う に 、 前 記 複 数 の 内 部 チ ッ プ 及 び 前 記 複 数 の 外 部 チ ッ プ を 管 理 す る 、 制  
御 装 置 。
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